
公益法人の区分
国所管、都道府県
所管の区分

1
一般社団法人日本建築学会
(法人番号:3010405010383)

年会費 156,000 1口12,000
4/18、23、5/8、9、12、
19、22、23、28、6/10、
17、25、8/7

・各種団体が主催する会議に参加又は同
会議において研究発表等を行う予定があ
るため。
・各種団体が発行する出版物等に投稿す
る予定があるため。
・研究所の役職員等が、各種団体の会員
等にならなければ得られない情報収集等
ができるため。

- -

2
公益社団法人日本地震工学会
(法人番号:7010405008531)

年会費 100,000
1口10,000
1口50,000

4/4、6/18、19、8/21

・各種団体が主催する会議に参加又は同
会議において研究発表等を行う予定があ
るため。	
・各種団体が発行する出版物等に投稿す
る予定があるため。
・研究所の役職員等が、各種団体の会員
等にならなければ得られない情報収集等
ができるため。
・各種団体の会員等の特典により、研究所
の経費削減につながることが明確に説明
できるため。

公社 内閣府

256,000

支出先法人が定め
る会費一口当たり
の金額、もしくは最

低限の金額
（単位：円）

交付日等
（支出決定日）

支出の理由等

合計

【国立研究開発法人防災科学技術研究所】

公益法人の場合

令和７年度第２四半期における公益法人等への会費支出の状況

交付先法人名称 名目・趣旨
交付額

（単位：円）


